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クローズアップ 

  

 

◆剰余金の処分（損失金の処理） 

通常総会で剰余金処分案又は損失処理案の承認を受

けた後、準備金、積立金等の経理処理を行うとともに、

配当金、脱退者への持分払い戻しがある場合は支払い

を行う。 

 

◆税務申告・納税 

通常総会で確定した決算に基づき、事業年度終了後、

２ヶ月以内に所轄税務署に法人税・地方法人税・消費

税を、所轄県税事務所に事業税・県民法人税を、所轄

市町村に市町村民法人税の確定申告をそれぞれ行い納

税する。 

 

◆決算関係書類届出 

通常総会終了後２週間以内に「事業報告書」、「財産

目録」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「剰余金の処分

又は損失の処理の方法を記載した書面」、これらを承認

した「通常総会の議事録又はその謄本」を所管行政庁

に提出する。 

 

◆役員変更届出 

役員に変更があった場合、変更のあった日から２週

間以内に「変更した事項を記載した書面（新旧対照表）」、

「変更の年月日及び理由を書面した書面」、役員の選挙

又は選任による変更の場合は、「総会議事録と理事会議

事録又は謄本」を所管行政庁に提出する。但し、通常

総会において新たな役員を選挙又は選任した場合は総

会議事録を省略することができる。 

役員の変更とは理事及び監事の氏名や住所に変更が

あった場合を指し、役員が死亡又は辞任した場合も役

員変更届出を行う。 

なお、通常総会において、任期満了に伴う役員選任

を行い、役員（理事・監事）全員が重任した場合は役

員変更届出の提出は不要である。 

 

◆定款変更認可申請 

総会において定款変更を議決した場合、総会終了後

２週間以内に「変更理由書」、「変更しようとする箇所

を記載した書面（変更条文新旧対照表）」、「定款の変更

を議決した総会議事録」を所管行政庁に定款変更認可

申請書（正本２通）を提出する。 

変更が事業計画又は収支予算に係るものである場合、

定款変更後の「事業計画書」又は「収支予算書」も添

付する。 

変更が出資１口の金額の減少に関するものである場

合は、「財産目録と貸借対照表の公告及び催告をしたこ

とを証する書面」、「異議を述べた債権者があった場合

は弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をした

こと又は出資１口の金額の減少をしてもその債権者を

害するおそれがないことを証する書面」も添付する。 

なお、定款の変更は所管行政庁の認可を受け、認可

書が組合に到達した日（認可を受けたことを知り得た

日）に効力が発生する。提出した定款変更認可申請書

２通のうち、１通は所管行政庁の認可書が添付され組

合に送付等されるので保存しておく（法による規定は

ないが永久保存）。 

 

◆変更登記申請 

組合の登記事項は、「名称」、「主たる事務所」、（「従

たる事務所」）、「目的等（事業）」、「役員に関する事項

（代表理事の住所・氏名」、「公告の方法」、「出資１口

の金額」、「出資の総口数」、「払込済出資総額」、「出資

の払込の方法」、「地区」。 

それぞれの登記事項に変更があったときは、変更が

あった日（定款変更を伴う変更の場合は、定款変更の

認可書到達日）から２週間以内にそれぞれの変更内容

に基づいた書類を添付して水戸地方法務局（茨城県内

に主たる事務所を置く組合）に変更登記申請する。 

但し、組合は法で組合員の加入・脱退の自由の原則

に基づき運営されている面があることもあり、出資総

口数及び払込済出資総額の変更登記申請については、

事業年度終了後４週間以内に登記申請することもでき

る。 

 

◆その他 

□組合員等への周知、報告等 

通常総会に欠席した組合員に対し、議決事項等を報

告するとともに、認可申請、登記申請等の手続きが完

了した場合は、その旨を組合員に通知すべきである。 

□代表理事、事務所等変更に係る事務処理 

代表理事の変更等、届出事項に変更があった場合、

税務署、県税事務所、市町村税務窓口に変更届を提出

しなければならない。 

法による規定はないが、主たる（従たる）事務所を

移転した場合、電話番号等の連絡先が変更となった場

合は、所管行政庁に変更を通知する。 

また、金融機関の口座名義人の変更手続き、また、

円滑な組合運営のため、必要に応じて関係先、取引先

等に対しても変更に係る通知等をするべきである。 

  
事業年度末から通常総会開催、また、通常総会

終了後の事務手続き等を適法に行うことは、組合
としての義務でもあります。 
しかしながら、その手続きは煩雑な面もあり、

また、年度によって異なる手続き等もあります。 
中央会では、組合等の皆様から不明な点、疑問

な点、確認したい点などの相談を受け付けており
ますので、お気軽に中央会の組合等担当者までご
相談ください。 
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クローズアップ 

  

 

 

 
事業年度末から通常総会、通常総会終了後の事務手続きフロー 

（事業年度末が３月 31 日の組合の例（記載した月日は例示）） 

【通常総会までの手続き】 

３月 31 日 事 業 年 度 末 
●決算仕訳等。 

※出資の総額に変更がある場合は４週間（４月 28 日）以内に変更登記申請 

   

4 月 20 日 決 算 関 係 書 類 の 作 成 
●決算関係書類（財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案（又は損失処理案））、

事業報告書を作成。 

   

4 月 21 日 監事に決算関係書類を提出 
※監事に業務監査権を付与していない場合は、事業報告書の提出は不要。 

   

4 月 30 日 監事による監査、監査報告 
●監査期限は、４週間後、または理事との合意で定めた日のいずれか遅い日。但し、監事

が４週間以内に通知することは可。 

※本例では４週間以内に監査報告を通知 

   

５ 月 １ 日 理事会招集通知の発出 
●理事会会日の１週間前（定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間）までに各理

事（監事に業務監査権限を付与している場合は監事にも）に招集通知を発出《発信主義》。 

   

５ 月 ８ 日 
理 事 会 の 開 催 、 

理 事 会 議 事 録 の 作 成 

●監事の監査を受けた決算関係書類、事業報告書、通常総会の開催日時・場所、提出議案

を審議。 

●出席理事が議事録に署名（記名）押印。 

   

５ 月 ８ 日 決算関係書類の備置・閲覧 
●通常総会の会日の２週間前までに、決算関係書類、事業報告書を主たる事務所（５年間）

に、それらの写しを従たる事務所（３年間）に備え置く。 

   

５ 月 ９ 日 通常総会招集通知の発出 
●通常総会の会日の 10 日前（定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間）までに組

合員に到達するよう招集通知を発出《到達主義》。  

   

５月 25 日 
通 常 総 会 の 開 催 、 

通常総会議事録の作成 

●事業年度終了後、２ヶ月以内（定款で３ヶ月以内と定めている場合はその期間）に開催。 

●議事録作成人が議事録を作成。 

【通常総会終了後の手続き】 

５月 25 日 
理 事 会 の 開 催 

理 事 会 議 事 録 の 作 成 

※役員改選期の場合  ※理事全員が理事会開催に同意した場合 

●代表理事（理事長）、副理事長、専務理事等を選定。 

５月 25 日 剰 余 金 処 分 
●利益準備金、特別積立金、法定繰越金等の繰越。 ●出資配当金、事業利用分量配当金

支払い。 ●脱退者への持分払戻し。 

５月 28 日 税 務 申 告 ・ 納 税 
●事業年度終了後２ヶ月以内に申告（事業年度終了以前に申告期限の延長申請した場合は

３ヶ月以内（消費税申告は除く。））。 

６ 月 １ 日 決 算 関 係 書 類 届 
●通常総会後 2 週間以内に所管行政庁に届出。 

６ 月 １ 日 役 員 変 更 届 
※役員（理事・監事）に変更があった場合。 

●通常総会後 2 週間以内に所管行政庁に届出（役員全員が重任）された場合は不要。）。 

６ 月 １ 日 定 款 変 更 認 可 申 請 
※通常総会で定款変更を決議した場合 

●通常総会後 2 週間以内に所管行政庁に認可申請。 

４月２８日 
６ 月 １ 日 

 
６月 20 日 

変 更 登 記 申 請 

※出資の総口数・払込済出資総額に変更があった場合は事業年度終了後４週間以内に登記申請。 

※代表理事（理事長）を選定した場合（重任（再選）された場合も）、変更が生じた日から

原則 2 週間以内に変更登記申請。 

※登記事項に係る定款変更を行い、所管行政庁から認可書が到達した日（(仮）６月 14 日）

から 2 週間以内に変更登記申請。 
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中央会だより 

機関誌「中小企業いばらき」の廃刊について 
当会では、会員組合の組織運営及びその構成員であ

る中小企業の経営に役立つ情報を提供するため、昭和
33 年 12月に機関誌「中小企業いばらき」を創刊以降、
約 67年間で 800回を超える発行をし、ご購読いただい
ておりました。 
 この間、社会経済環境は大きく変化し、特に昨今で
は、インターネットを活用した情報発信が主流となっ
ていることを踏まえ、本年度は電子版による発行とい
たしましたが、即時性という面で読者の皆様のニーズ
にお応えする情報が十分に発信できていない状況にあ
ることなど、本誌の課題を総合的に検証した結果、本
年３月号をもって廃刊することといたしました。 
 つきましては、誠に勝手ではございますが、読者の
皆様におかれましては、御理解賜りますようお願い申
し上げますとともに、長年のご購読に深く感謝申し上
げます。 
 なお、今後、当会はホームページ、メールやＳＮＳ
等を有効に活用するとともに、紙媒体の有用性も考慮
しつつ、一掃、皆様のお役に立つ情報を適時的確に発
信してまいりますので、引き続き御支援、御協力を賜
りますようお願い申し上げます。 
 

令和7年度組合向け確定申告・税務相談会について 
 ３月末日をもって事業年度を終了する組合あっては、
決算を確定し、原則、２ヶ月以内に法人税・消費税等
の確定申告を行う必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 当会会員の中でも３月末日を決算期としている組合
が多いことから、本年も標記相談会を以下のとおり開
催します。 

 なお、持参資料、申込み方法などの詳細は、追って
通知します。 

▼開催日時 
 第１回 ５月 22日（金）9：00～17：00 
第２回 ５月 28日（木）9：00～17：00 

▼開催場所 
 第１回 県産業会館２階「中会議室」 
第２回 県産業会館４階「水戸商工会議所会議室」 

▼内  容 
 税理士が法人税、地方消費税、法人県民税、事業
税、法人市町村税の確定申告書の作成指導、また税務
に係る相談をお受けします。 
※本確定申告相談にあたっては、決算書が作成できて
いることを前提とします。原則、１組合あたり最長
で 60分の相談時間を予定していますので、事前の
準備をお願いします。 

▼定  員 
 第１回 18組合  第２回 12組合 
（定員に達し次第受付終了） 
▼相談料 
 1,100円/10分 
▼問合せ先 
業務課組織支援Ｇ又は組合担当者まで 

 

健康保険料率【都道府県ごと】

（全国平均保険料率の0.1％引下げ効果を含む）
介護保険料率【全国共通】

子ども・子育て支援金率
（令和8年4月分より新たに開始）

令和7年度
1.59％

協会けんぽ茨城支部 令和8年度保険料率のお知らせ

令和8年3月分（4月納付分）からの保険料率は次のとおり改定されます。

◆ 40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率に介護保険料率が加わります。

◆ 変更後の健康保険料率と介護保険料率は、3月分（4月納付分）から適用されます。
賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。

◆ 健康保険料率（9.52％）の内訳は、基本保険料率（6.28％）と特定保険料率（3.24％）です。

協会けんぽの令和8年度の全国平均健康保険料率は9.9％です。協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なっており、
各都道府県の医療費等で決められています。健康づくり等によりその都道府県の医療費を下げることができれば、保険料率の伸び
を抑えることができる仕組みとなっています。

〒310-8502
水戸市宮町1-2-4 マイムビル9階
TEL：029-303-1500（代表）

最新情報はＨＰをご覧ください
「協会けんぽ茨城」で検索

皆様の取組で保険料率は変わります！

令和7年度
9.67％

令和8年度

9.52％   

令和8年度

1.62％
令

0.23％

生活習慣病予防健診
3月下旬頃に事業所宛に送付予定

人間ドック健診
（令和8年4月から新たに開始）

➢ 血液検査や尿検査などの一般的な検査に胃、大腸、
肺のがん検診を加えた健診です。
※眼底検査・喀痰検査は条件あり

➢ 対象者：35～74歳の被保険者

➢ 自己負担額：最高5,500円

➢ 一般健診の検査項目に血液の詳しい検査や眼圧
検査、当日の医師による健診結果説明や特定保
健指導も含まれる総合的な健診です。

➢ 対象者： 35～74歳の被保険者

➢ 実施機関：30機関（詳細はHPをご覧ください）

令和8年度から
補助を実施
補助額

（1人当たり）

最高25,000円
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中央会ニュースダイジェスト 

災害時に炊き出し 取手市と協定 
茨城県キッチンカー協同組合 

茨城県キッチンカー協同組合（川端俊章理事長）は

１月 23日、取手市と「災害時におけるキッチンカーに

よる炊き出し等に関する協定」を締結した。 

同協定は、災害発生時において、キッチンカーの機

動力を活かし、避難者等に温かい食事を提供すること

を目的に締結し、災害時等に、市からの要請を受け、

避難所等に組合員のキッチンカーを派遣して炊き出し

等を行う。 

当組合では、2024年５月に鉾田市と「災害時におけ

るキッチンカーによる炊き出し等に関する協定」を締

結。これまでも県内外で災害等が発生した際に炊き出

し等を行ってきたが、自治体等との連絡調整に時間を

要したこともあり、平時から自治体と連携を強化する

ことで、災害時等に迅速かつ円滑な支援を行うため、

今後、他の自治体との連携を広めていく考えをもって

いる。 

当組合は、16年４月、キッチンカー（調理設備を備

えた移動販売車）事業者で設立。国営ひたち海浜公園、

県内外のイベント、高校や大学の文化祭等に共同出店

しているほか、児童養護施設を慰問し、無償で飲食物

を提供するなど社会貢献活動にも取り組んでいる。 

川端理事長は「今後も地域社会の一員として、我わ

れができる役割を果たし、安心して暮らせる地域づく

りに貢献していきたい」と抱負を述べた。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ごみ分別や処分相談 水戸市環境フェアに出展 

水戸市再資源化事業協同組合 

水戸市環境整備事業協同組合 

水戸市環境フェア 2025（水戸市環境フェア実行委員

会主催）が１月 31日、水戸市民会館と芸術館通りで開

かれた。 

水と緑を育み、豊かで良好な環境を次の世代に引き

継ぐため、事業者、環境保全団体、消費者団体および

行政が一体となり、地球環境を考え、環境保全に対す

る意識の高揚を図ることが目的。「未来にタッチ！真冬

のエコ・ストーリー」をテーマに環境・３Ｒ・消費生

活等に関する活動に取り組む市民団体や企業によるワ

ークショップやパネル展示のほか、学生講演会、こど

もＥＣＯ大賞発表会などのステージイベントが行われ

た。 

中央会会員組合の水戸市再資源化事業協同組合（川

﨑晃一理事長）、水戸市環境整備事業協同組合（宮﨑雅

彦理事長）の２組合が同フェアに出展。両組合とも、

青年部員が中心となり、来場者に環境保全等への取り

組みをＰＲした。 

 水戸市再資源化事業協同組合は「学ぼう！資源物・

有害ごみの分け方、出し方」をテーマに資源物や有害

ごみの分別方法をクイズやパネル展示で紹介し、廃棄

物の正しい分別方法を周知した。 

 水戸市環境整備事業協同組合は「不用品あります

か？」をテーマに、来場者から粗大ごみの処分方法等

の相談に応じた。 

 両組合の参加者は「このようなイベントを通じて組

合および組合員が行っている事業をＰＲしていきた

い」、「環境問題が深刻化する中、今後も行政、住民と

連携して、ごみの減量化、リサイクルの促進に努めて

いきたい」などと感想を述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刈り払い機安全使用 構造や注意事項解説 
鹿嶋市建設業協同組合 

鹿嶋市建設業協同組合（菅谷明良理事長）と県造園

建設業協会鹿行支部（大根久枝支部長）合同の「刈払

機の取扱いに関する安全衛生講習会」が２月４日、鹿

嶋市商工会館で開かれた。 

 建設業者や造園業者は、刈払機を幅広く使用してい

るが、使用中の不用意な操作による転倒、刈刃の跳ね

返りや物への激突などによるけが、物損などの災害も

発生していることから、労働災害を防止することを目

的に講習会を開催した。 

 林業・木材製造業労働災害防止協会県支部の業務部

長の二方代二郎氏が講師となり、刈払機の構造や機能、

刈払機を使用する際の服装や保護具等の着用などの注

意事項などを説明した。 
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https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/kakakutenka.html
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/kakakutenka.html
https://www.biz-partnership.jp/
https://tekitorisupport.go.jp/topics/gekkan/
https://www.mext.go.jp/content/20260204-mxt_jidou01-000047147_001.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20260204-mxt_jidou01-000047147_001.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kousotsu/1263034.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kousotsu/1263034.htm


https://www.chuokai.or.jp/index.php/subsidy/subsidykadai/
https://www.chuokai.or.jp/index.php/subsidy/subsidykadai/
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/syougaisyamark/kbosyu.html
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/syougaisyamark/kbosyu.html
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月次景況調査結果 －202６年 1 月期― 

 製 造 業  
◇米菓（新潟県） 
国内産原料米価格の高止まりに加え、原料米（主に

もち米）が不足しており、海外産の原料米の利用に踏
み切る企業が出てきている。 
◇繊維（和歌山県） 
加工賃は多少上昇しているが、それ以上の物価高、

賃金上昇、買い控えによる衣料品の需要減等が原因で、
業界の景況は悪化傾向である。 
◇製材（富山県） 
新設住宅着工戸数は前年同月比 31.6％減と大幅減少

が続いている。ロシア材取扱事業者は、円安による入
荷コストの上昇によって、これまでの過剰な在庫の滞
留とともに景況を悪化させている。 

◇紙製容器（京都府） 
全社が先月同様、売上高減少・業界景況悪化と回答

した。主に一般物の物流低迷が影響しているようだ。
そのような状況下で、原料値上げの動きが再始動して
おり、各社その動向を注視している。 

◇製本（大阪府） 
受注量は改善しているが、人材不足や材料費の高騰

により収益は減少している。なお、材料費の高騰分を
製本単価に転嫁することができていない状況である。 

◇プラスチック製品（島根県） 
受注状況は若干の回復を継続。新規案件・移設・更

新等の引き合いや手配も非常に多く、景況感としては
良好。同業他社の廃業や事業規模縮小により転注受注
の実績が多数ある。 

◇コンクリート製品（山口県） 
１月も製品の動きは悪く前年比 59％と低迷している。

２～３月の予定も多くはない見通しだが、その中で骨
材他材料費の値上げが続いている。４月には一部製品
の値上げを実施する計画である。 

◇鍍金（東京都） 
非鉄金属の価格が上昇している。特にめっき業に必

要な金、銀、銅、ニッケル等が高く価格転嫁も難しい
状況となっている。従業員の雇用も難しく発注量減少
で経営が厳しい状況が続いている。 

◇生産用機械器具（静岡県） 
業界全体では回復基調との見方もあるが当組合員取引

先においては十分な回復には至っておらず低調な状況が
継続。そのため短納期かつ低額な発注であっても受注せ
ざるを得ない状況にある。 
◇配電盤（愛知県） 
 銀行の貸出金利が上昇し組合員の運転資金の調達に
支障が出てきた。確かに長期・短期プライムレートが
上がっている。組合員も困っている。 
◇造船（愛媛県） 
 特定技能や技人国等の就労ビザでの受け入れ・問い
合わせが増えており、雇用人数も増加となった企業が
多いが、都市部への転職を希望し退職する者も少なく
ない。 

 

非製造業 
◇電設資材卸（岐阜県） 
仕事量は官民問わず底堅いが、商材の納期遅延や人

手不足により、現場の工期延長や中止になる案件が慢
性化しつつある。 

◇青果物小売（長崎県） 
新年から業界の景況感は鈍く、葉物類の入荷増に伴

い全般的に安値が続いている。中国人の訪日自粛によ
り飲食、宿泊施設への納品業者を中心に、若干ではあ
るが収益に悪影響が出ている。 

◇商店街（神奈川県） 
年末から一転して年明けは落ち着いた景況感となっ

ている。昨年の同時期と比べて客足が鈍いと感じている
との声あり。相変わらず仕入価格の高騰は続いており利
益率の押し下げの要因となっている。 

◇宿泊（山梨県） 
中国からの訪日観光客が減少していることに加え、物

価上昇に対し消費者の所得が伸び悩んでいることから、
余暇の出費控えが見られ、前年同月と比べ売上は▲
0.3％となった。 

◇自動車車体整備（岐阜県） 
昨年度と比較すると販売価格は上昇している。団体

交渉が功を成した結果といえる。 

◇電気通信工事（福島県） 
年度内完成物件が重なり工期に追われている。本業界
は完成間近に作業をすることが多く、働き方改革影響
による工期ずれのしわ寄せにより、残業規制と完成工
期との板挟みになっている。 

◇警備（大阪府） 
業界景況は大阪・関西万博により警備業の必要性が

高まり大型イベントと小型案件の受注数が増加した。
小型案件の受注単価は万博開催前よりも良くなってい
る。但し人手不足の状況は継続している。 

◇水道工事（三重県） 
資材等の価格上昇が続き、また、資材の納期にも時間

がかかるものがあり、手に入りにくい品物もある。安定
するかと思ったが価格は高値で推移している。人材不足
もあり不安定な状況が続いている。 
◇総合建設（大分県） 
管内の公共工事は、前年度に比べ▲74％と減少して

いる。建設業では人手不足が大きな問題であり担い手
の確保・育成が課題になっており、若者等に向けた業
界のイメージアップが必要となっている。 

◇貨物自動車運送（栃木県） 
貨物量の減少が目立つ一方、小口配送が多頻度とな

り積載率が低下しコスト増となっている。運転手不足
と残業時間規制により期日に届けられないこともある。 

 

都道府県中央会は、会員組合等の役職員を情報連絡員として委嘱（組合等の役職員約 2,600 名に委嘱（茨
城県は 50 名））し、情報連絡員が毎月、前年同月と比較した景況、売上高、収益状況等や結果や業況等に係
るコメントを報告したものを全国中央会がとりまとめたもの。以下、2026 年１月期の報告内容の一部を掲載
します。全国中央会ホームページで調査結果を公表してますのでご覧ください。 
https://www.chuokai.or.jp/index.php/13574/ 

 本県の月次景況調査の報告内容は、以下の当会ＨＰをご覧ください。 
https://www.ibarakiken.or.jp/report.html 
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１月の景況ＤＩは、製造業は小幅改善、非製造業は低下。 

製造業では、引き続き原材料価格の上昇、人件費の増加に加え、人手不足の影響が深刻化している状況に

あるが、堅調な海外での需要に支えられていることに加え、価格転嫁を後押しする取適法の施行等環境改善

への期待により、景況感は 12 業種中９業種で改善となった。 

非製造業においては、引き続き物価上昇に伴う悪影響が懸念される状況であることに加え、インバウンド減

少による悪影響の懸念が高まっており、商店街・サービスの個人消費関連を中心に景況感は低下となった。 

製造業、非製造業ともに、各種政策効果への期待感は高まっているものの、物価上昇に伴う消費低迷等に

よる今後の経営への悪影響を懸念する声が数多く寄せられており、景況感は一進一退の状況となっている。 
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中央会だより 

機関誌「中小企業いばらき」の廃刊について 
当会では、会員組合の組織運営及びその構成員であ

る中小企業の経営に役立つ情報を提供するため、昭和
33 年 12月に機関誌「中小企業いばらき」を創刊以降、
約 67年間で 800回を超える発行をし、ご購読いただい
ておりました。 
 この間、社会経済環境は大きく変化し、特に昨今で
は、インターネットを活用した情報発信が主流となっ
ていることを踏まえ、本年度は電子版による発行とい
たしましたが、即時性という面で読者の皆様のニーズ
にお応えする情報が十分に発信できていない状況にあ
ることなど、本誌の課題を総合的に検証した結果、本
年３月号をもって廃刊することといたしました。 
 つきましては、誠に勝手ではございますが、読者の
皆様におかれましては、御理解賜りますようお願い申
し上げますとともに、長年のご購読に深く感謝申し上
げます。 
 なお、今後、当会はホームページ、メールやＳＮＳ
等を有効に活用するとともに、紙媒体の有用性も考慮
しつつ、一掃、皆様のお役に立つ情報を適時的確に発
信してまいりますので、引き続き御支援、御協力を賜
りますようお願い申し上げます。 
 

令和7年度組合向け確定申告・税務相談会について 
 ３月末日をもって事業年度を終了する組合あっては、
決算を確定し、原則、２ヶ月以内に法人税・消費税等
の確定申告を行う必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 当会会員の中でも３月末日を決算期としている組合
が多いことから、本年も標記相談会を以下のとおり開
催します。 

 なお、持参資料、申込み方法などの詳細は、追って
通知します。 

▼開催日時 
 第１回 ５月 22日（金）9：00～17：00 
第２回 ５月 28日（木）9：00～17：00 

▼開催場所 
 第１回 県産業会館２階「中会議室」 
第２回 県産業会館４階「水戸商工会議所会議室」 

▼内  容 
 税理士が法人税、地方消費税、法人県民税、事業
税、法人市町村税の確定申告書の作成指導、また税務
に係る相談をお受けします。 
※本確定申告相談にあたっては、決算書が作成できて
いることを前提とします。原則、１組合あたり最長
で 60分の相談時間を予定していますので、事前の
準備をお願いします。 

▼定  員 
 第１回 18組合  第２回 12組合 
（定員に達し次第受付終了） 
▼相談料 
 1,100円/10分 
▼問合せ先 
業務課組織支援Ｇ又は組合担当者まで 

 

健康保険料率【都道府県ごと】

（全国平均保険料率の0.1％引下げ効果を含む）
介護保険料率【全国共通】

子ども・子育て支援金率
（令和8年4月分より新たに開始）

令和7年度
1.59％

協会けんぽ茨城支部 令和8年度保険料率のお知らせ

令和8年3月分（4月納付分）からの保険料率は次のとおり改定されます。

◆ 40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、健康保険料率と子ども・子育て支援金率に介護保険料率が加わります。

◆ 変更後の健康保険料率と介護保険料率は、3月分（4月納付分）から適用されます。
賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。

◆ 健康保険料率（9.52％）の内訳は、基本保険料率（6.28％）と特定保険料率（3.24％）です。

協会けんぽの令和8年度の全国平均健康保険料率は9.9％です。協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なっており、
各都道府県の医療費等で決められています。健康づくり等によりその都道府県の医療費を下げることができれば、保険料率の伸び
を抑えることができる仕組みとなっています。

〒310-8502
水戸市宮町1-2-4 マイムビル9階
TEL：029-303-1500（代表）

最新情報はＨＰをご覧ください
「協会けんぽ茨城」で検索

皆様の取組で保険料率は変わります！

令和7年度
9.67％

令和8年度

9.52％   

令和8年度

1.62％
令

0.23％

生活習慣病予防健診
3月下旬頃に事業所宛に送付予定

人間ドック健診
（令和8年4月から新たに開始）

➢ 血液検査や尿検査などの一般的な検査に胃、大腸、
肺のがん検診を加えた健診です。
※眼底検査・喀痰検査は条件あり

➢ 対象者：35～74歳の被保険者

➢ 自己負担額：最高5,500円

➢ 一般健診の検査項目に血液の詳しい検査や眼圧
検査、当日の医師による健診結果説明や特定保
健指導も含まれる総合的な健診です。

➢ 対象者： 35～74歳の被保険者

➢ 実施機関：30機関（詳細はHPをご覧ください）

令和8年度から
補助を実施
補助額

（1人当たり）

最高25,000円
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